
課題と対応（これまでの取り組みに加えて）

岩手県岩泉町
(楽ん楽ん)

背景・経過１

要配慮者利用施設の避難確保計画 作成促進 令和3年5月 都市整備部事業管理室・河川室

平成21年7月 山口豪雨災害
• 土石流により特別養護老人ホームの入所者７名が犠牲

平成28年8月 相次ぐ台風による豪雨災害
• 北海道、東北地方で中小河川氾濫の多発、岩手県小本川
において、グループホームで逃げ遅れにより9名が犠牲

平成29年6月 水防法等の一部を改正する法律
• 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成が義務付け

令和2年7月 豪雨災害
• 熊本県南部を襲った豪雨により球磨川が氾濫し、特別養護老人

ホームの入所者14名が犠牲

▶社会福祉施設、学校、病院など
防災上の配慮を要する者が利用
する施設

■作成義務を負うもの
• 施設管理者（公共・民間）

■対象
• 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内

にある施設のうち、市町村の地域防災計
画に位置付けられた施設

■府・市町村の役割・責任
• 府・市町村の関係部局は連携して計画

作成の助言等、積極的に支援を行う。
• 市町村は、作成していない施設管理者に

対して指示や公表ができる。

法令の概要２

進捗状況３

作成促進に向けた取り組み（これまで）４

■災害対策基本法 第49条の10（避難行動要支援者名簿の作成）
• 避難行動要支援者（自ら避難することが困難な者であって、特に支援を要するもの）に対す

る避難の支援、安否の確認など生命又は身体を災害から保護するための基礎

○在宅者の避難
※取組指針（H25.8内閣府）
• 市町村が名簿をもとに地域の支

援者を活用して確保

○施設利用者の避難
※水防法（§15条の3）、土砂法（§8条の２）
• 市町村が施設管理者に避難計画の作成等を

義務付けることで確保

■法令上の位置づけ

大阪府 合計 水防法 土砂法

対象数 8,798 8,479 319

作成済み 5,923 5,730 193

作成率 67.3% 67.6% 60.5%

■作成状況（令和2年10月末時点）山口県防府市
(ライフケア高砂)

熊本県球磨村
(千寿園)

■災害対策基本法 第46条（災害予防及びその実施責任者）
• 要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人など）の生命又は身体を災害から

保護するためにあらかじめ講ずべき措置

■講習会の開催支援 ■解説動画の紹介

■事例紹介

※コロナ禍での作成支援ツール

参考：全国平均
水防法：62.2%

(R2.10月末)
土砂法：66.2%

(R2.12月末)
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■令和3年度末までに、計画作成100％達成
⇒市町村による期限を設けた作成指示、指示に従わない場合その旨の公表
■地域防災計画への位置づけ漏れ
⇒対象に漏れている施設を抽出し、市町村に速やかな位置付けを依頼
■水防法及び土砂法の一部改正＜避難の実効性確保＞
（改正内容：①訓練報告の義務化、②市町村による管理者への助言・勧告）
⇒モデルとなる施設での避難訓練実施、工夫した訓練事例を協議会等で紹介

higashinohi
テキストボックス
資料8



水防法・土砂法に基づく避難確保計画作成等の点検体制

要配慮者利用施設

• 老人福祉関係施設
• 有料老人ホーム
• 認知症対応型老人共同生活援助事業の
用に供する施設

• 身体障害者会参加支援施設
• 障害者支援施設
• 地域活動支援センター
• 福祉ホーム
• 障害福祉サービス事業の用に供する施設
• 保護施設
• 児童福祉施設
• 障害児通所支援事業の用に供する施設
• 児童自立生活支援事業の用に供する施
設

• 放課後児童健全育成事業の用に供する
施設

• 子育て短期支援事業の用に供する施設
• 一時預かり事業の用に供する施設
• 児童相談所
• 母子健康包括支援センター 等

社会福祉施設

• 幼稚園
• 小学校
• 中学校
• 義務教育学校
• 高等学校
• 中等教育学校
• 特別支援学校
• 高等専門学校
• 専修学校 等

学 校

• 病院
• 診療所
• 助産所 等

医療施設

市町村

所管部局

計画の作成・提出
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計画作成指導
（指導監査等）

STEP⑥

STEP②

STEP③ STEP⑧

大阪府

各種通知、
情報共有

民生部局

教育部局

保健所（指定都市、中核市）

所管部局

福祉部

教育庁

健康医療部

（保健所）

防災部局

危機管理部局

土木部局

連携

危機管理室

都市整備部

市町村地域防災計画に関する確認、調整
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地域防災計画への掲載
（計画の作成・訓練実施の義務となる施設）
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連携

・洪水浸水想定区域図
・洪水リスク表示図
・土砂災害警戒／特別警戒区域
・高潮浸水想定区域図

STEP⑨

計画の点検
（指導監査等）

防災部局
内
閣
府

消
防
庁

• 府立学校など府が運営する施設は、府所管部
局がSTEP ⑥、⑦、⑨ の対応をするとともに、
市町村（防災部局）との間でSTEP ②、③、⑧、
⑩ のやりとりを行う。

• 府が所管する民間社会福祉施設は、市町村
（防災部局）の作成指導等と連携し、所管部局
として指導監査等において状況を確認するなど
対応する。 （点検マニュアル）

• 「避難確保計画」の提出先は、市町村（法第15
条の3第2項）。既存の計画（「非常災害対策計
画」や「消防計画」）に追記した場合も市町村へ
の報告が必要 （よくある質問Q&A）。

※府の対応等

大規模氾濫減災協議会等に
て情報・課題の共有

対象となる区域の提示

STEP⑫

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/hinankakuho_manual201706.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/suibouhou_qna/index.html#qna2
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要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成について

作成支援

動画について

国土交通省のHP上に避難確保計画作成支援動画が掲載されました。
各市町村におかれましては要配慮者施設に紹介頂くとともに、避難確保
計画の策定等の指導・支援もよろしくお願いいたします。

自衛水防 要配慮者 YouTube

リンク先：https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/youtube/index.html

【全体版】要配慮者利用施設の
避難確保計画の作成について(約25分)

【第1部】避難確保計画の必要性(避難
確保計画の作成は義務です) (約4分)

【第2部】洪水時の施設の危険性の
把握と避難先の決定(約3分)

【第3部】避難に必要な時間の把握と避
難開始のタイミングの判断 (約7分)

リンク先ページトップ

【第4部】避難確保計画の作成様式
の説明 (約10分)

作成支援動画

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/youtube/index.html


対象施設数※ 計画作成済み 対象施設数※ 計画作成済み 対象施設数※ 計画作成済み 対象施設数※ 計画作成済み

泉南地域計 21 21 16 4 31 21 16 5

岸和田市 19 19 2 2 19 19 2 2

貝塚市 1 1 5 0 1 1 5 0

泉佐野市 1 1 7 1 1 1 7 2

泉南市 0 0 2 1 0 0 2 1

阪南市 0 0 0 0 0 0 0 0

熊取町 0 0 0 0 0 0 0 0

田尻町 0 0 0 0 10 0 0 0

岬町 0 0 0 0 0 0 0 0

参考 各市町の地域防災計画の状況（避難確保計画関連）

最新更新年月
施設名の

掲載の有無

施設名の

掲載方法

岸和田市 H2.7 有 資料編（表）

貝塚市 R2.3 有 資料編（表）

泉佐野市 R2.4 有 資料編（表）

泉南市 H29.3 有 資料編（表）

阪南市 H27.3 なし ―

熊取町 R2.3 なし ―

田尻町 R3.3 有 資料編（表）

岬町 H27.3 なし ―

有（洪水、土砂）

なし

有（洪水、土砂）

有（洪水、高潮）

なし

要配慮者利用施設の

避難確保計画の記述の有無

有（洪水、高潮、土砂）

有（洪水、高潮、土砂）

有（洪水、高潮、土砂）

　　※対象施設数は、市町村地域防災計画に位置付けられたもの。

水防法及び土砂法に基づく 避難確保計画の作成状況（泉南地域）

市町村 別
水防法(浸水想定区域) 土砂法(土砂災害警戒区域) 水防法(浸水想定区域) 土砂法(土砂災害警戒区域)

令和２年10月末時点 令和３年３月末時点



避難確保計画策定対象施設の選定基準について

岸和田市 運用中 浸水深 50cm 以上 浸水深 50cm 以上 運用中 全施設（通所型を含む） 運用中 有床のみ

貝塚市 運用中 浸水深 1cm 以上 浸水深 1cm 以上 運用中 全施設（通所型を含む） 検討中

泉佐野市 予定 浸水深 50cm 以上 浸水深 50cm 以上 予定 全施設（通所型を含む） 予定 有床のみ

泉南市 検討中 浸水深 1cm 以上 浸水深 1cm 以上 検討中 全施設（通所型を含む） 検討中 有床のみ

阪南市 検討中 浸水深 1cm 以上 予定 全施設（通所型を含む） 予定 有床のみ

熊取町 検討中 浸水深 50cm 以上 検討中 入所型のみ 検討中 有床のみ

田尻町 運用中 浸水深 50cm 以上 浸水深 50㎝ 以上 運用中 全施設（通所型を含む） 運用中 有床のみ

岬町 検討中 検討中 検討中

※注：本調査は、泉南地域各市町での情報共有のために行うもので、基準の統一を図るためのものではありません。

　　　（大阪府では基準をそろえることは考えておりません）

洪水浸水深について 福祉施設について
病院・診療所などの

医療施設について

高潮浸水深について

（予定）


